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平成１８年 ５月１２日 
各      位 

会 社 名 東 急 建 設 株 式 会 社 
代表者名  取締役社長    山 田  豊 彦 
（コード番号 １７２０ 東証第１部） 
問合せ先 執行役員経営企画室長 堀江 俊一
（TEL．  ０３－５４６６－５０２０） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において，「定款の一部変更について」を本年６月27日開催予定の定時

株主総会に付議することを決議いたしましたので，下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
 

１．変 更 の 理 由 

【変更案１】平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会における承認可決を条件として変更とな

るもの 

（１）今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条の事業目的の追加を行うものであります。 

（２）株主様の便宜を図るため、当社の単元未満株式を保有される株主様がその保有する単元未満株

式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡す旨の請求ができるよう、変更案１ 

第１０条（単元未満株式の買増し）を新設するものであります。 

（３）「会社法」（平成１７年法律第８６号）および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律」（平成１７年法律第８７号）（以下「整備法」という。）が施行されたことに伴い、以下の

とおり変更するものであります。 

  ①新たに定款に定めを置くことが必要とされる事項について、変更案１第４条（機関）および株

券を発行する旨の変更案１第６条第２項を新設するものであります。 

②当社の単元未満株式を保有する株主様が行使することのできる権利を明確にするため、変更案

１第９条（単元未満株式についての権利）を新設するものであります。 

  ③株主総会の招集に際し、株主様の利便性を向上させるため、インターネットを利用した方法に

よる株主総会参考書類等の提供ができるよう、変更案１第１６条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。 

④議決権の不統一行使を行う際の通知方法を明確にするため、変更案１第１９条（議決権の不統

一行使）を新設するものであります。 

⑤取締役会の機動的な運営を図るため、その決議について書面等による承認が行えるよう、変更

案１第２５条（取締役会の決議の省略）を新設するものであります。 

⑥会計監査人が会社の機関とされましたことから、選任方法、任期および報酬等に関する規定と

して、変更案１第６章「会計監査人」を新設するものであります。 

⑦その他、条文の加除、用語および引用条文等について所要の変更を行うものであります。 



- 2 - 

（４）上記の変更のほか、現行定款の全般について条文の加除による条数、その他字句を修正し表現

方法の明確化を行うものであります。 

 

【変更案２】平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会に付議する「資本減少について」および「株

式併合について」の承認可決と、その効力発生（平成１８年８月４日予定）を条件として

変更となるもの 

（１）変更案１第６条および第８条につき、株式併合に伴う発行可能株式総数の減少と単元株式数の

変更を行うものであります。 

（２）次期以降の普通株式への配当および資本政策を円滑に遂行するため、平成１８年１０月１日を

もって、当社のＡ種優先株式およびＢ種優先株式の全株式を取得いたしたく、変更案１第１２条

の２第５項および第１２条の３第３項につき所要の変更を行うものであります。 

（３）上記（１）、（２）の定款変更の効力発生日を規定する附則を新設するものであります。 

 

【変更案３】平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会に付議する「資本減少について」の承認可

決と、優先株式の取得条件を充たした後、取締役会決議を経て優先株式の全株式の消却の

効力発生（平成１８年１０月１日予定）を条件として変更となるもの 

（１）変更案２の優先株式に関する規定を削除するものであります。 

（２）上記（１）の定款変更の効力発生日を規定する附則を新設するものであります。 

 

２．変 更 の 内 容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成１８年６月２７日（火曜日） 

 

以  上 

 



（別  紙） 

【変更案１】平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会における承認可決を条件として変更

となるもの 

（下線は変更部分を示す。） 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

第１章 総      則 

第１条    （条文省略） 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１． 

（条文省略） 

８． 

９．コンピューター、通信機器、ガス器具、冷

暖房器具の販売および賃貸 

 

10. 

（条文省略） 

11． 

（新   設） 

 

 

12．前各号に附帯する一切の事業 

 

第３条    （条文省略） 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総     則 

第１条     （現行どおり） 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１． 

（現行どおり） 

８． 

９．コンピューター、電子機器、通信機器、ガ

ス器具、冷暖房器具の企画、開発、販売、賃

貸、保守管理およびコンサルティング業務 

10. 

（現行どおり） 

11.  

12. 環境整備およびエネルギー対策に関する調

査、企画、設備機器の販売、賃貸、保守管理

およびコンサルティング業務 

13．前各号に附帯する一切の事業 

 

第３条     （現行どおり） 

 

（機 関） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。 

１．取締役会 

２．監査役 

３．監査役会 

４．会計監査人 

 

 

 

〜 

〜 〜 

〜 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（公告の方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。

ただし、電子公告によることができない事故

その他のやむを得ない事由が生じたときは、

日本経済新聞に掲載する。 

 

第２章 株     式 

（会社が発行する株式の総数と種類） 

第５条 当会社が発行する株式の総数は、２０

億６，０００万株とし、このうち２０億株は

普通株式、３，０００万株はＡ種優先株式、

３，０００万株はＢ種優先株式とする。ただ

し、普通株式につき消却があった場合および

優先株式につき消却若しくは普通株式への転

換があった場合には、これに相当する株式数

を減ずる。 

（新   設） 

 

 （自己株式の取得） 

第５条の２ 当会社は、商法第２１１条ノ３第

１項第２号の規定により、取締役会の決議を

もって、自己株式を買受けることができる。 

 

 

（１単元の株式数および単元未満株券の不発

行） 

第６条 当会社の１単元の株式の数は、全ての

種類の株式につき１００株とする。 

２．当会社は、１単元の株式の数に満たない株

式（以下「単元未満株式」という。）に係わる

株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に

定めるところについてはこの限りではない。 

 

 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない

場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

第２章 株     式 

（発行可能株式総数と種類） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２０億

６，０００万株とし、このうち２０億株は普

通株式、３，０００万株はＡ種優先株式、３，

０００万株はＢ種優先株式とする。 

 

 

 

 

２．当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第１６５条第２項の

規定により、取締役会の決議によって市場取

引等により自己の株式を取得することができ

る。 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

 

第８条 当会社の単元株式数は、全ての種類の

株式につき１００株とする。 

２．当会社は、第６条第２項の規定にかかわら

ず、単元未満株式に係る株券を発行しない。

ただし、株式取扱規則に定めるところについ

てはこの限りではない。 

  

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

（基準日） 

第７条  当会社は、毎年３月３１日の最終の株

主名簿および実質株主名簿（以下「株主名簿

等」という。）に記載または記録された議決権

を有する株主（実質株主を含む。以下同じ。）

をもって、その決算期の定時株主総会におい

て権利を行使すべき株主とする。 

２．前項のほか、必要があるときは、取締役会

の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準

日を定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主（実質株主を含む。以下

同じ。）は、その有する単元未満株式について、

次に掲げる権利以外の権利を行使することが

できない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

２．会社法第１６６条第１項の規定による請求

をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割

当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける

権利 

４．次条に定める請求をする権利 

 

（単元未満株式の買増し） 

第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定め

るところにより、その有する単元未満株式の数

と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡

すことを請求することができる。 

 
 

（削   除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（名義書換代理人） 

第８条 当会社は、株式につき名義書換代理人

を置く。 

２．名義書換代理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって選定し、これを公告す

る。 

３．当会社の株主名簿等および株券喪失登録簿

は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置

き、株式の名義書換、株券喪失登録の手続、

単元未満株式の買取り、その他株式に関する

事務は、名義書換代理人に取扱わせ、当会社

においては取扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第９条 当会社の株券の種類ならびに株式の名

義書換、株券喪失登録の手続、単元未満株式

の買取り、その他株式に関する取扱いおよび

手数料は、法令または本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規則による。 

 

 

 

 

（株主名簿管理人） 

第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

 

２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定め、これを公告す

る。 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名

簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に

関する事務は、これを株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取り扱わない。 

 

（株式取扱規則） 

第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手

数料は、法令または本定款のほか、取締役会

において定める株式取扱規則による。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

第２章の２ 優先株式 

第９条の２   （条文省略） 

（Ａ種優先配当金） 

１．当会社は、第２７条に定める利益配当を行

うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ

種優先株主」という。）またはＡ種優先株式の

登録質権者（以下「Ａ種登録質権者」という。）

に対し、普通株式を有する株主（以下｢普通株

主｣という。）または普通株式の登録質権者（以

下｢普通登録質権者｣という。）に先立ち、Ａ種

優先株式１株の払込金相当額に１００分の４

を乗じた金額を上限として、発行に際して取締

役会の決議で定める額の利益配当金（以下「Ａ

種優先配当金」という。）を支払う。ただし、

当該営業年度において、本条第２項に定めるＡ

種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種

優先中間配当金を控除した額とする。 

 

(2)  ある営業年度において、Ａ種優先株主ま

たはＡ種登録質権者に対して支払う利益

配当金の額がＡ種優先配当金の額に達し

ないときは、その不足額は、翌営業年度以

降に累積しない。 

(3)  Ａ種優先株主またはＡ種登録質権者に対

しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行

わない。 

（Ａ種優先中間配当金） 

２．当会社は、第２８条に定める中間配当を行

うときは、Ａ種優先株主またはＡ種登録質権者

に対し普通株主または普通登録質権者に先立

ち、Ａ種優先株式１株につき各営業年度におけ

るＡ種優先配当金の２分の１の額の金銭（以下

「Ａ種優先中間配当金」という。）を上限とし

て支払う。 

第２章の２ 優先株式 

第12条の２  （現行どおり） 

（Ａ種優先配当金） 

１．当会社は、第４１条に定める剰余金の配当を

行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下

「Ａ種優先株主」という。）またはＡ種優先株

式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質権

者」という。）に対し、普通株式を有する株主

（以下｢普通株主｣という。）または普通株式の

登録株式質権者（以下｢普通登録株式質権者｣と

いう。）に先立ち、Ａ種優先株式１株の払込金

相当額に１００分の４を乗じた金額を上限と

して、発行に際して取締役会の決議で定める額

の剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当金」とい

う。）を行う。ただし、当該事業年度において、

本条第２項に定めるＡ種優先中間配当金を支

払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除

した額とする。 

(2)  当会社は、ある事業年度におけるＡ種優先

株主またはＡ種登録株式質権者に対して支

払う剰余金の配当の総額が前項に定めるＡ

種優先配当金の額に達しないときは、その不

足額は翌事業年度以降に累積しない。 

(3)  当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種登録株

式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超え

て剰余金の配当は行わない。 

（Ａ種優先中間配当金） 

２．当会社は、第４２条に定める剰余金の配当

を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種登録

株式質権者に対し普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき

各事業年度におけるＡ種優先配当金の２分の

１の額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」

という。）を上限として配当を行う。 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（残余財産の分配） 

３．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種

優先株主またはＡ種登録質権者に対し、普通株

主または普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株

式１株の払込金相当額を限度として支払う。 

 

(2)  Ａ種優先株主またはＡ種登録質権者に対

しては、前記分配のほか、残余財産の分配は

行わない。 

（議決権） 

４．Ａ種優先株主は議決権を有しない。ただし、

Ａ種優先株主は、平成１７年４月１日以降に

開催される定時株主総会において、３期連続

してＡ種優先配当金を受ける旨の決議が行わ

れなかったときは、その最後の定時株主総会

の終結の時よりＡ種優先配当金を受ける旨の

決議あるときまで議決権を有する。 

 

（強制償還） 

５．当会社は、Ａ種優先株主の転換請求権が発

生する日の前日まで、いつでもＡ種優先株主

またはＡ種登録質権者の意思にかかわらず、

Ａ種優先株式の全部または一部を償還するこ

とができる。 

(2)  一部償還の場合は、抽選その他の方法に

より行う。 

（残余財産の分配） 

３．当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優

先株主またはＡ種登録株式質権者に対し、普通

株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種

優先株式１株の払込金相当額を限度として支

払う。 

(2)  Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者

に対しては、前記分配のほか、残余財産の分

配は行わない。 

（議決権） 

４．Ａ種優先株主は議決権を有しない。ただし、

Ａ種優先株主は、平成１７年４月１日以降に

開催される定時株主総会において、３事業年

度連続してＡ種優先配当金の配当を行う旨の

決議が行われなかったときは、その最後の事

業年度に係る定時株主総会の終結の時よりＡ

種優先配当金の配当を行う旨の決議あるとき

まで議決権を有する。 

（金銭を対価とする取得条項） 

５．当会社は、Ａ種優先株主の普通株式を対価と

する取得請求権が発生する日の前日まで、いつ

でもＡ種優先株主またはＡ種登録株式質権者

の意思にかかわらず、Ａ種優先株式の全部また

は一部を取得することができる。 

(2)  一部取得の場合は、抽選その他の方法に

より行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

(3)  償還価額は、１株につきＡ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、償還日の属する

営業年度におけるＡ種優先配当金の額を償

還日の属する営業年度の初日から償還日ま

での日数（初日および償還日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）か

ら、当該営業年度においてＡ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した

額を加算する。 

（償還請求権） 

６．Ａ種優先株主は、当会社の前営業年度の利

益処分計算書における｢当期未処分利益｣が５

０億円を超えている場合、平成２０年１０月１

日から平成２０年１０月３１日までの期間（以

下｢Ａ種償還請求可能期間｣という。）において、

｢当期未処分利益｣の５０％から、当会社が、当

該営業年度において、その発行している優先株

式の強制償還をすでに行ったか、行う決定を行

った分の価額の合計額を控除した額を限度と

して、Ａ種優先株式の全部または一部の償還を

請求することができ、当会社は、Ａ種償還請求

可能期間満了の日から１か月以内に、法令の定

めに従い、償還手続きを行うものとする。 

 

 

 

(2)  前記限度額を超えてＡ種優先株主からの

償還請求があった場合、償還の順位は、Ａ

種償還請求可能期間経過後において実施す

る抽選その他の方法により決定する。 

 

 

 

(3)  取得価額は、１株につきＡ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、取得日の属する

事業年度におけるＡ種優先配当金の額を取

得日の属する事業年度の初日から取得日ま

での日数（初日および取得日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）か

ら、当該事業年度においてＡ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した

額を加算する。 

（金銭を対価とする取得請求権） 

６．Ａ種優先株主は、当会社の前事業年度の株主

資本等変動計算書における｢繰越利益剰余金｣

の当期末残高が５０億円を超えている場合、平

成２０年１０月１日から平成２０年１０月３

１日までの期間（以下｢Ａ種金銭を対価とする

取得請求可能期間｣という。）において、｢繰越

利益剰余金｣の当期末残高の５０％から、当会

社が、当該事業年度において、その発行してい

る優先株式の金銭を対価とする取得をすでに

行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額

を控除した額を限度として、Ａ種優先株式の全

部または一部の金銭を対価とする取得を請求

することができ、当会社は、Ａ種金銭を対価と

する取得請求可能期間満了の日から１か月以

内に、法令の定めに従い、取得手続きを行うも

のとする。 

(2)  前記限度額を超えてＡ種優先株主からの

金銭を対価とする取得請求があった場合、

金銭を対価とする取得の順位は、Ａ種金銭

を対価とする取得請求可能期間経過後にお

いて実施する抽選その他の方法により決定

する。 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

(3)  償還価額は、１株につきＡ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、償還日の属する

営業年度におけるＡ種優先配当金の額を償

還日の属する営業年度の初日から償還日ま

での日数（初日および償還日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）か

ら、当該営業年度においてＡ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した

額を加算する。 

 

（転換予約権） 

７．Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会の

決議で定める転換を請求し得べき期間中、当該

決議で定める転換の条件でＡ種優先株式の普

通株式への転換を請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  取得価額は、１株につきＡ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、金銭を対価とす

る取得日の属する事業年度におけるＡ種優

先配当金の額を金銭を対価とする取得日の

属する事業年度の初日から金銭を対価とす

る取得日までの日数（初日および金銭を対

価とする取得日を含む。）で日割計算した額

（円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）から、当該事業

年度においてＡ種優先中間配当金を支払っ

たときは、その額を控除した額を加算する。

（普通株式を対価とする取得請求権） 

７．Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会の決

議で定める普通株式を対価とする取得を請求

し得べき期間中、当該決議で定める普通株式を

対価とする取得の条件で、普通株式の取得を請

求することができる。 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（一斉転換） 

８．転換を請求し得べき期間中に転換請求のな

かったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日

（以下本項において「一斉転換日」という。）

をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を

一斉転換日に先立つ４５取引日目に始まる３

０取引日の株式会社東京証券取引所における

当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を

除く。）で除して得られる数の普通株式となる。

ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位

まで算出し、その小数第１位を切り上げる。こ

の場合、当該平均値が①Ａ種優先株式の発行に

際して取締役会の決議で定める上限転換価額

を上回るとき、または②当該取締役会の決議で

定める下限転換価額を下回るときは、Ａ種優先

株式１株の払込金相当額を①の場合当該上限

転換価額で、②の場合当該下限転換価額で、除

して得られる数の普通株式となる。前記の普通

株式の算出に当たって１株に満たない端数が

生じたときは、商法の定める株式併合の場合に

準じてこれを取扱う。 

 

（株式の併合または分割、新株引受権等） 

 

９．     （条文省略） 

(2)  当会社はＡ種優先株主には、新株の引受

権または新株予約権若しくは新株予約権

付社債の引受権を与えない。 

 

 

（Ａ種優先配当金の除斥期間） 

10．第２９条の規定は、Ａ種優先配当金およびＡ

種優先中間配当金の支払いについて、これを準

用する。 

（普通株式を対価とする取得条項） 

８．普通株式を対価とする取得を請求し得べき期

間中に当該取得請求のなかったＡ種優先株式

は、同期間の末日の翌日（以下本項において「一

斉取得日」という。）をもって、Ａ種優先株式

１株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ４

５取引日目に始まる３０取引日の株式会社東

京証券取引所における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日数を除く。）で除して得ら

れる数の普通株式となる。ただし、平均値の計

算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値

が①Ａ種優先株式の発行に際して取締役会の

決議で定める上限取得価額を上回るとき、また

は②当該取締役会の決議で定める下限取得価

額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金

相当額を①の場合当該上限取得価額で、②の場

合当該下限取得価額で、除して得られる数の普

通株式となる。前記の普通株式の算出に当たっ

て１株に満たない端数が生じたときは、法令の

定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱

う。 

（株式の併合または分割、募集株式の割当てを

受ける権利等） 

９．     （現行どおり） 

(2)  当会社はＡ種優先株主には、募集株式の

割当てを受ける権利または募集新株予約

権の割当てを受ける権利若しくは新株予

約権付社債の割当てを受ける権利を与え

ない。 

（Ａ種優先配当金の除斥期間） 

10．第４３条の規定は、Ａ種優先配当金およびＡ

種優先中間配当金の支払いについて、これを準

用する。 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

第９条の３   （条文省略） 

（Ｂ種優先配当金） 

１．当会社は、第２７条に定める利益配当を行

うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下

「Ｂ種優先株主」という。）またはＢ種優先株

式の登録質権者（以下「Ｂ種登録質権者」と

いう。）に対し、普通株主または普通登録質権

者に先立ち、Ｂ種優先株式１株の払込金相当

額に１００分の５を乗じた金額を上限とし

て、発行に際して取締役会の決議で定める額

の利益配当金（以下「Ｂ種優先配当金」とい

う。）を支払う。ただし、当該営業年度におい

て、本条第２項に定めるＢ種優先中間配当金

を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金

を控除した額とする。 

(2)  ある営業年度において、Ｂ種優先株主ま

たはＢ種登録質権者に対して支払う利益

配当金の額がＢ種優先配当金の額に達し

ないときは、その不足額は、翌営業年度以

降に累積しない。 

 

(3)  Ｂ種優先株主またはＢ種登録質権者に

対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は

行わない。 

（Ｂ種優先中間配当金） 

２．当会社は、第２８条に定める中間配当を行

うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種登録質権

者に対し普通株主または普通登録質権者に先

立ち、Ｂ種優先株式１株につき各営業年度に

おけるＢ種優先配当金の２分の１の額の金銭

（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を上

限として支払う。 

 

 

 

第12条の３   （現行どおり） 

（Ｂ種優先配当金） 

１．当会社は、第４１条に定める剰余金の配当を

行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下

「Ｂ種優先株主」という。）またはＢ種優先株

式の登録株式質権者（以下「Ｂ種登録株式質権

者」という。）に対し、普通株主または普通登

録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株の払

込金相当額に１００分の５を乗じた金額を上

限として、発行に際して取締役会の決議で定め

る額の剰余金の配当（以下「Ｂ種優先配当金」

という。）を行う。ただし、当該事業年度にお

いて、本条第２項に定めるＢ種優先中間配当金

を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を

控除した額とする。 

(2)  当会社は、ある事業年度におけるＢ種優

先株主またはＢ種登録株式質権者に対して

支払う剰余金の配当の総額が前項に定める

Ｂ種優先配当金の額に達しないときは、そ

の不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 

(3)  当会社は、Ｂ種優先株主またはＢ種登録

株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を

超えて剰余金の配当は行わない。 

（Ｂ種優先中間配当金） 

２．当会社は、第４２条に定める剰余金の配当を

行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式

質権者に対し普通株主または普通登録株式質

権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき各事業

年度におけるＢ種優先配当金の２分の１の額

の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）

を上限として配当を行う。 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（強制償還） 

３．当会社は、全てのＡ種優先株式が償還され

た後は、Ｂ種優先株主の転換請求権が発生す

る日の前日まで、いつでもＢ種優先株主また

はＢ種登録質権者の意思にかかわらず、Ｂ種

優先株式の全部または一部を償還することが

できる。ただし、平成２２年１０月１日より

平成２５年９月３０日までは、Ａ種優先株式

の未償還残高にかかわらずＢ種優先株式の全

部または一部を償還することができる。 

 

(2)  一部償還の場合は、抽選その他の方法に

より行う。 

(3)  償還価額は、１株につきＢ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、償還日の属する

営業年度におけるＢ種優先配当金の額を償

還日の属する営業年度の初日から償還日ま

での日数（初日および償還日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）か

ら、当該営業年度においてＢ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した

額を加算する。 

 

 

 

 

（金銭を対価とする取得条項） 

３．当会社は、全てのＡ種優先株式を取得した

後は、Ｂ種優先株主の普通株式を対価とする

取得請求権が発生する日の前日まで、いつで

もＢ種優先株主またはＢ種登録株式質権者の

意思にかかわらず、Ｂ種優先株式の全部また

は一部を取得することができる。ただし、平

成２２年１０月１日より平成２５年９月３０

日までは、Ａ種優先株式の未取得残高にかか

わらずＢ種優先株式の全部または一部を取得

することができる。 

(2)  一部取得の場合は、抽選その他の方法に

より行う。 

(3)  取得価額は、１株につきＢ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、取得日の属する

事業年度におけるＢ種優先配当金の額を取

得日の属する事業年度の初日から取得日ま

での日数（初日および取得日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）か

ら、当該事業年度においてＢ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した

額を加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（償還請求権） 

４．Ｂ種優先株主は、当会社の前営業年度の利

益処分計算書における｢当期未処分利益｣が５

０億円を超えている場合、平成２３年１０月

１日から平成２３年１０月３１日までの期間

（以下｢Ｂ種償還請求可能期間｣という。）にお

いて、｢当期未処分利益｣の５０％から、当会

社が、当該営業年度において、その発行して

いる優先株式の強制償還をすでに行ったか、

行う決定を行った分の価額の合計額を控除し

た額を限度として、Ｂ種優先株式の全部また

は一部の償還を請求することができ、当会社

は、Ｂ種償還請求可能期間満了の日から１か

月以内に、法令の定めに従い、償還手続きを

行うものとする。 

 

 

(2) 前記限度額を超えてＢ種優先株主からの

償還請求があった場合、償還の順位は、Ｂ

種償還請求可能期間経過後において実施す

る抽選その他の方法により決定する。 

 

 

(3) 償還価額は、１株につきＢ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、償還日の属する

営業年度におけるＢ種優先配当金の額を償

還日の属する営業年度の初日から償還日ま

での日数（初日および償還日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。）か

ら、当該営業年度においてＢ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した

額を加算する。 

（金銭を対価とする取得請求権） 

４．Ｂ種優先株主は、当会社の前事業年度の株主

資本等変動計算書における｢繰越利益剰余金｣

の当期末残高が５０億円を超えている場合、平

成２３年１０月１日から平成２３年１０月３

１日までの期間（以下｢Ｂ種金銭を対価とする

取得請求可能期間｣という。）において、｢繰越

利益剰余金｣の当期末残高の５０％から、当会

社が、当該事業年度において、その発行してい

る優先株式の金銭を対価とする取得をすでに

行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額

を控除した額を限度として、Ｂ種優先株式の全

部または一部の金銭を対価とする取得を請求

することができ、当会社は、Ｂ種金銭を対価と

する取得請求可能期間満了の日から１か月以

内に、法令の定めに従い、取得手続きを行うも

のとする。 

(2) 前記限度額を超えてＢ種優先株主からの

金銭を対価とする取得請求があった場合、

金銭を対価とする取得の順位は、Ｂ種金銭

を対価とする取得請求可能期間経過後にお

いて実施する抽選その他の方法により決定

する。 

(3)  取得価額は、１株につきＢ種優先株式１

株の払込金相当額に１００分の１０７を乗

じた金額とする。ただし、金銭を対価とす

る取得日の属する事業年度におけるＢ種優

先配当金の額を金銭を対価とする取得日の

属する事業年度の初日から金銭を対価とす

る取得日までの日数（初日および金銭を対

価とする取得日を含む。）で日割計算した額

（円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）から、当該事業

年度においてＢ種優先中間配当金を支払っ

たときは、その額を控除した額を加算する。



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（準用規定） 

５．第９条の２第３項（残余財産の分配）、第４

項（議決権）、第７項（転換予約権）、第８項

（一斉転換）、第９項（株式の併合または分割、

新株引受権等）および第１０項（Ａ種優先配

当金の除斥期間）の規定は、Ｂ種優先株式に

これを準用する。この場合において、｢Ａ種優

先株式｣とあるのは｢Ｂ種優先株式｣と、｢Ａ種

優先株主｣とあるのは｢Ｂ種優先株主｣と、｢Ａ

種登録質権者｣とあるのは｢Ｂ種登録質権者｣

と、｢Ａ種優先配当金｣とあるのは｢Ｂ種優先配

当金｣と、｢Ａ種優先中間配当金｣とあるのは

｢Ｂ種優先中間配当金｣と読み替えるものとす

る。 

 

 

第９条の４   （条文省略） 

 

（種類株主総会） 

第９条の５ 第７条（基準日）、第１１条（招集権

者および議長）、第１２条（決議の方法）、第１３

条（議決権の代理行使）、第１４条（議事録）の

規定は、種類株主総会についてこれを準用する。

 

 

 

第３章 株 主 総 会 

（招集の時期） 

第10条     （条文省略） 

 

（準用規定） 

５．第１２条の２第３項（残余財産の分配）、第

４項（議決権）、第７項（普通株式を対価とす

る取得請求権）、第８項（普通株式を対価とす

る取得条項）、第９項（株式の併合または分割、

募集株式の割当てを受ける権利等）および第

１０項（Ａ種優先配当金の除斥期間）の規定

は、Ｂ種優先株式にこれを準用する。この場

合において、｢Ａ種優先株式｣とあるのは｢Ｂ種

優先株式｣と、｢Ａ種優先株主｣とあるのは｢Ｂ

種優先株主｣と、｢Ａ種登録株式質権者｣とある

のは｢Ｂ種登録株式質権者｣と、｢Ａ種優先配当

金｣とあるのは｢Ｂ種優先配当金｣と、｢Ａ種優

先中間配当金｣とあるのは｢Ｂ種優先中間配当

金｣と読み替えるものとする。 

 

第12条の４   （現行どおり） 

 

（種類株主総会） 

第12条の５ 第１３条（招集）、第１４条（定時株

主総会の基準日）、第１５条（招集権者および議

長）、第１６条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）、第１７条（決議

の方法）、第１８条（議決権の代理行使）の規定

は、種類株主総会についてこれを準用する。 

 

第３章 株 主 総 会 

（招 集） 

第13条     （現行どおり）  

 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

 

(新   設) 

 

 

第11条      （条文省略） 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

 

 

（決議の方法） 

第12条  株主総会の決議は、法令または本定款

に別段の定めある場合を除き、出席した株主

の議決権の過半数で行う。 

 

２．商法の第３４３条に定める特別決議は、総

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以上で行う。 

 

 

（議決権の代理行使） 

第13条  株主は、当会社の議決権を有する他の

株主を代理人として、その議決権を行使する

ことができる。 

２．株主または代理人は、株主総会毎に代理権

を証明する書面を当会社に提出しなければな

らない。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準

日は、毎年３月３１日とする。 

 

第15条    （現行どおり） 

 

 （株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供） 

第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類および

連結計算書類に記載または表示をすべき事項

に係る情報を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法で開示する

ことにより、株主に対して提供したものとみ

なすことができる。 

 

（決議の方法） 

第17条  株主総会の決議は、法令または本定款

に別段の定めがある場合を除き、出席した議

決権を行使することができる株主の議決権の

過半数をもって行う。 

２．会社法第３０９条第２項に定める決議は、

議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第18条  株主は、当会社の議決権を有する他の

株主１名を代理人として、その議決権を行使

することができる。 

２．株主または代理人は、株主総会ごとに代理

権を証明する書面を当会社に提出しなければ

ならない。 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

 

（新   設） 

 

 

 

（議事録） 

第14条 株主総会における議事の経過の要領お

よびその結果については、これを議事録に記

載または記録し、議長および出席した取締役

がこれに記名捺印または電子署名を行う。 

 

 

第４章 取締役および取締役会 

第15条     （条文省略） 

 

（選任方法） 

第16条     （条文省略） 

２．取締役の選任決議は、総株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数で行う。 

 

３．       （条文省略） 

 

（任 期） 

第17条 取締役の任期は、就任後１年内の最終

の決算期に関する定時株主総会終結の時まで

とする。 

２．増員または補欠として選任された取締役の

任期は、在任取締役の任期の満了すべき時ま

でとする。 

 

 

 

 

 

（議決権の不統一行使） 

第19条 議決権の不統一行使を行うときは、株

主総会の会日の３日前までに当会社に書面で

通知しなければならない。 

 

  

（削   除） 

 

 

 

 

 

第４章 取締役および取締役会 

第20条     （現行どおり） 

 

（選任方法） 

第21条     （現行どおり） 

２．取締役の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

３．     （現行どおり） 

 

（任 期） 

第22条 取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 

（削   除） 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（代表取締役および役付取締役） 

第18条 代表取締役は、取締役会の決議により

選任する。ただし、取締役社長は代表取締役

でなければならない。 

２．取締役会の決議により、取締役会長、取締 

役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、

常務取締役各若干名を定めることができる。 

 

 

（取締役会の招集通知） 

第19条 取締役会の招集通知は、会日の５日前

に各取締役および各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。 

２．取締役および監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開

くことができる。 

 

 

（新   設） 

 

 

 

第20条     （条文省略） 

 

 

（新   設） 

（代表取締役および役付取締役） 

第23条 取締役会は、その決議によって代表取

締役を選定する。ただし、取締役社長は代表

取締役でなければならない。 

２．取締役会は、その決議によって取締役会長、

取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締

役、常務取締役各若干名を定めることができ

る。 

 

（取締役会の招集通知） 

第24条 取締役会の招集通知は、会日の５日前

までに各取締役および各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 

２．取締役および監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開

催することができる。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第25条 当会社は、会社法第３７０条の要件を

充たしたときは、取締役会の決議があったも

のとみなす。 

 

第26条    （現行どおり） 

     

（報酬等） 

第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上の利益

（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決

議によって定める。 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（取締役の責任免除） 

第20条の２ 当会社は、商法第２６６条第１２

項、同条第１７項および同条第１８項の規定

により、取締役会の決議をもって、同条第１

項第５号の行為に関する取締役（取締役であ

った者を含む。）の責任を法令の限度において

免除することができる。 

 

第５章 監査役および監査役会 

第21条     （条文省略） 

 

（選任方法） 

第22条     （条文省略） 

２．監査役の選任決議は、総株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決

権の過半数で行う。 

 

 

（任 期） 

第23条 監査役の任期は、就任後４年内の最終

の決算期に関する定時株主総会終結の時まで

とする。 

２．補欠として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了すべき時までとす

る。 

 

 

（新   設） 

（取締役の責任免除） 

第28条 当会社は、会社法第４２６条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる取締役

（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任

を法令の限度において、取締役会の決議によ

って免除することができる。 

 

 

第５章 監査役および監査役会 

第29条    （現行どおり） 

 

（選任方法） 

第30条    （現行どおり） 

２．監査役の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

 

（任 期） 

第31条 監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 

２．任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

て選任された監査役の任期は、退任した監査

役の任期の満了する時までとする。 

 

（常勤の監査役） 

第32条 監査役会は、その決議によって常勤の

監査役を選定する。 

 

 

 

 

 

 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

（監査役会の招集通知） 

第24条 監査役会の招集通知は、会日の５日前

に各監査役に対して発する。ただし、緊急の

必要があるときは、この期間を短縮すること

ができる。 

２．監査役全員の同意があるときは、招集の手

続きを経ないで監査役会を開くことができ

る。 

 

第25条     （条文省略） 

  

 

 （新   設） 

 

 

（監査役の責任免除） 

第25条の２ 当会社は、商法第２８０条第１項

の規定により、取締役会の決議をもって、監

査役（監査役であった者を含む。）の責任を法

令の限度において免除することができる。 

 

 

 

 

（新   設） 

 

 

 

（新   設） 

（監査役会の招集通知） 

第33条 監査役会の招集通知は、会日の５日前

までに各監査役に対して発する。ただし、緊

急の必要があるときは、この期間を短縮する

ことができる。 

２．監査役全員の同意があるときは、招集の手

続きを経ないで監査役会を開催することがで

きる。 

 

第34条    （現行どおり） 

 

 （報酬等） 

第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に

よって定める。 

  

（監査役の責任免除） 

第36条 当会社は、会社法第４２６条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる監査役

（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任

を法令の限度において、取締役会の決議によ

って免除することができる。 

 

第６章 会計監査人 

（選任方法） 

第37条 会計監査人は、株主総会において選任

する。 

 
（任 期） 

第38条 会計監査人の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。 

２．会計監査人は、前項の定時株主総会におい

て別段の決議がされなかったときは、当該定

時株主総会において再任されたものとみな

す。 



 

現 行 定 款 変 更 案 １ 

 

（新   設） 

 

 

第６章 計     算 

（営業年度） 

第26条 当会社の営業年度は、毎年４月１日か

ら翌年３月３１日までの１年とする。 

 

（利益配当金） 

第27条 利益配当金は、毎年３月３１日の最終

の株主名簿等に記載または記録された株主ま

たは登録質権者に支払う。 

 

（中間配当） 

第28条 当会社は、取締役会の決議により、毎

年９月３０日の最終の株主名簿等に記載また

は記録された株主または登録質権者に対し、

商法第２９３条ノ５の規定による金銭の分配

（以下「中間配当」という。）を行うことがで

きる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第29条 利益配当金および中間配当金は、その

支払開始の日から満３年を経過してもなお受

領されないときは、当会社はその支払義務を

免れる。 

（報酬等） 

第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が

監査役会の同意を得て定める。 

 

第７章 計     算 

（事業年度） 

第40条 当会社の事業年度は、毎年４月１日か

ら翌年３月３１日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第41条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３

月３１日とする。 

 

 

（中間配当） 

第42条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年９月３０日を基準日として中間配当を行

うことができる。 

 

 

 
 

（配当金の除斥期間） 

第43条 配当財産が金銭である場合は、その支

払開始の日から満３年を経過してもなお受領

されないときは、当会社はその支払義務を免

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【変更案２】平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会に付議する「資本減少について」お

よび「株式併合について」の承認可決と、その効力発生（平成１８年８月４日予定）

を条件として変更となるもの 

 （下線は変更部分を示す。） 

変 更 案 １ 変 更 案 ２ 

（発行可能株式総数と種類） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２０億

６，０００万株とし、このうち２０億株は普

通株式、３，０００万株はＡ種優先株式、３，

０００万株はＢ種優先株式とする。 

２．     （条文省略） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、全ての種類の

株式につき１００株とする。 

２．     （条文省略） 

 

（Ａ種優先株式） 

第12条の２ 

（金銭を対価とする取得条項） 

５．当会社は、Ａ種優先株主の普通株式を対価と

する取得請求権が発生する日の前日まで、いつ

でもＡ種優先株主またはＡ種登録株式質権者

の意思にかかわらず、Ａ種優先株式の全部また

は一部を取得することができる。 

 

 

 

 

 

 

(2)     （条文省略） 

(3)     （条文省略） 

（発行可能株式総数と種類） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億６，

０００万株とし、このうち４億株は普通株式、

３，０００万株はＡ種優先株式、３，０００

万株はＢ種優先株式とする。 

２．      （変更案１のとおり） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、全ての種類の

株式につき１０株とする。 

２．     （変更案１のとおり） 

 

（Ａ種優先株式） 

第12条の２ 

（金銭を対価とする取得条項） 

５．当会社は、平成１８年６月２７日開催の株主

総会に付議する資本減少の効力が発生するこ

とを条件として、平成１８年１０月１日をもっ

て、Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者の

意思にかかわらず、Ａ種優先株式の全部を取得

する。ただし、法令の条件を充たせない場合は、

Ａ種優先株主の普通株式を対価とする取得請

求権が発生する日の前日まで、いつでもＡ種優

先株主またはＡ種登録株式質権者の意思にか

かわらず、Ａ種優先株式の全部または一部を取

得することができる。 

(2)    （変更案１のとおり） 

(3)    （変更案１のとおり） 

 

 

 

 



 

変 更 案 １ 変 更 案 ２ 

（Ｂ種優先株式） 

第12条の３ 

（金銭を対価とする取得条項） 

３．当会社は、全てのＡ種優先株式を取得した

後は、Ｂ種優先株主の普通株式を対価とする

取得請求権が発生する日の前日まで、いつで

もＢ種優先株主またはＢ種登録株式質権者の

意思にかかわらず、Ｂ種優先株式の全部また

は一部を取得することができる。ただし、平

成２２年１０月１日より平成２５年９月３０

日までは、Ａ種優先株式の未取得残高にかか

わらずＢ種優先株式の全部または一部を取得

することができる。 

 

 

 

 

 

 

(2)     （条文省略） 

(3)     （条文省略） 

 

（新   設） 

（Ｂ種優先株式） 

第12条の３ 

（金銭を対価とする取得条項） 

３．当会社は、全てのＡ種優先株式を取得した後

は、平成１８年６月２７日開催の株主総会に

付議する資本減少の効力が発生することを条

件として、平成１８年１０月１日をもって、

Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者の意

思にかかわらず、Ｂ種優先株式の全部を取得

する。ただし、法令の条件を充たせない場合

は、Ｂ種優先株主の普通株式を対価とする取

得請求権が発生する日の前日まで、いつでも

Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者の意

思にかかわらず、Ｂ種優先株式の全部または

一部を取得することができる。なお、平成２

２年１０月１日より平成２５年９月３０日ま

では、Ａ種優先株式の未取得残高にかかわら

ずＢ種優先株式の全部または一部を取得する

ことができる。 

(2)    （変更案１のとおり） 

(3)    （変更案１のとおり） 

 

附 則 

１． 第６条の普通株式の発行可能株式総数およ

び第８条の変更は株式併合および単元株式数

の変更の効力が発生した日に、第１２条の２

第５項および第１２条の３第３項の変更は資

本減少の効力が発生した日に、効力を発する。

なお、本附則は効力発生時期経過後これを削

除する。 

 

 

 

 

 



【変更案３】平成１８年６月２７日開催予定の定時株主総会に付議する「資本減少について」の

承認可決と、優先株式の取得条件を充たした後、取締役会決議を経て優先株式の全

株式の消却の効力発生（平成１８年１０月１日予定）を条件として変更となるもの 

 

    （下線は変更部分を示す。） 

変 更 案 ２ 変 更 案 ３ 

（発行可能株式総数と種類） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億６，

０００万株とし、このうち４億株は普通株式、

３，０００万株はＡ種優先株式、３，０００

万株はＢ種優先株式とする。 

２．     （条文省略） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、全ての種類の

株式につき１０株とする。 

２． （条文省略） 

 

第２章の２ 優先株式 

第12条の２ 

        （条文省略） 

第12条の５ 

 

附 則 

１．       （条文省略） 

（新   設） 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４億株

とする。 

 

 

２．    （変更案２のとおり） 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、１０株とする。

 

２．    （変更案２のとおり） 

 

 

 

（削   除） 

 

 

附 則 

１．     （変更案２のとおり） 

２．第６条、第８条の優先株式に係る変更およ

び第２章の２第１２条の２から第１２条の５

の削除は、優先株式を消却した日に、効力を

発する。なお、本附則は効力発生時期経過後

これを削除する。 

 

 

〜 




